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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置検出用磁界を発生する磁界発生部が内部に設けられ、被検体内に導入される検知体
と、
　前記被検体の外部に配設され、前記位置検出用磁界を検出して複数の検出信号をそれぞ
れ出力する複数の検出コイルと、
　前記複数の検出コイルに対して前記検知体の検出対象領域の反対側であって、少なくと
も前記複数の検出コイルの開口面を覆う範囲に配置される金属板が前記位置検出用磁界の
作用により発生する磁界を用いて、前記複数の検出コイルからそれぞれ出力された前記複
数の検出信号の測定値を補正する磁界補正部と、
　前記磁界補正部が補正した前記複数の検出信号の測定値を用いて、前記検知体の位置又
は方向の少なくとも一方を算出する位置算出部と、
を備えることを特徴とする位置検出システム。
【請求項２】
　前記位置検出用磁界の作用により磁界を発生し得る磁界発生部材をさらに備え、
　前記磁界発生部材は、前記被検体を載置するベッドの金属製のフレームであり、
　前記金属板は、前記磁界発生部材と前記複数の検出コイルとの間であって、少なくとも
前記複数の検出コイルの開口面を覆う範囲に配置される、
ことを特徴とする請求項１に記載の位置検出システム。
【請求項３】
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　前記磁界補正部は、
　前記金属板に対して前記検知体の最新の位置と対称の位置に前記検知体が存在すると仮
定した場合に、当該対称の位置における前記検知体が発生する磁界の前記複数の検出コイ
ルそれぞれの位置における検出信号の値を補正成分として算出し、
　前記複数の検出信号の測定値から前記補正成分をそれぞれ減算することにより補正を行
う、
ことを特徴とする請求項１に記載の位置検出システム。
【請求項４】
　前記位置算出部は、直前に算出された前記検知体の位置において前記検知体が発生する
と推定される前記位置検出用磁界の理論値と、前記磁界補正部が補正した前記複数の検出
信号の測定値との差分に基づく評価値を算出し、該評価値が小さくなるように前記検知体
の位置又は方向の少なくとも一方を更新する、
ことを特徴とする請求項３に記載の位置検出システム。
【請求項５】
　前記検知体は、前記被検体内を撮像することにより画像信号を生成する撮像部を備える
カプセル型内視鏡である、
ことを特徴とする請求項１に記載の位置検出システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の位置検出システムを備え、
　被検体内に導入される検知体の磁界発生部が発生する位置検出用磁界は、所定の周波数
の交番磁界であり、
　前記検知体の内部に永久磁石がさらに設けられ、
　前記永久磁石に作用する磁界を発生することにより前記検知体を誘導する誘導装置をさ
らに備える、
ことを特徴とする誘導システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内に導入されたカプセル型医療装置の位置及び方向を検出する位置検
出システム及び誘導システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被検体内に導入され、被検体に関する種々の情報を取得する、或いは被検体に薬
剤を投与するカプセル型医療装置が開発されている。一例として、被検体の消化管内に導
入可能な大きさに形成されたカプセル型内視鏡が知られている。カプセル型内視鏡は、カ
プセル形状をなす筐体の内部に撮像機能及び無線通信機能を備えたものであり、被検体に
嚥下された後、消化管内を移動しながら撮像を行い、被検体の臓器内部の画像の画像デー
タを順次無線送信する。
【０００３】
　また、このようなカプセル型医療装置を検知体として位置検出を行うシステムも開発さ
れている。例えば特許文献１には、電力を供給することにより磁界を発生する磁界発生コ
イルを内蔵するカプセル型医療装置と、磁界発生コイルが発生した磁界を被検体外におい
て検出する磁界検出用コイルとを備え、磁界検出用コイルが検出した磁界の強度に基づい
てカプセル型医療装置の位置検出演算を行う位置検出システムが開示されている。以下、
磁界検出用コイルを単に検出コイルという。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１３２０４７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　位置検出システムを構成するフレームや各種筐体には、金属部材が用いられることが多
い。例えば、カプセル型医療装置を被検体内に導入して検査を行うシステムにおいて、被
検体を載置するベッドのフレームは、強度や加工性等の要求から、通常、金属により作製
されている。
【０００６】
　しかしながら、カプセル型医療装置が発生する磁界に基づいて位置検出を行う場合、金
属部材が磁界に対する干渉源となるため、検出コイルが検出した磁界の検出信号に干渉磁
界の成分が混ざってしまう。その結果、カプセル型医療装置の位置検出精度が低下してし
まうという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、位置検出システムにおいて金属部材が
用いられている場合であっても、精度の良い位置検出を行うことができる位置検出システ
ム及び誘導システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る位置検出システムは、位
置検出用磁界を発生する磁界発生部が内部に設けられ、被検体内に導入される検知体と、
前記被検体の外部に配設され、前記位置検出用磁界を検出して複数の検出信号をそれぞれ
出力する複数の検出コイルと、前記複数の検出コイルに対して前記検知体の検出対象領域
の反対側であって、少なくとも前記複数の検出コイルの開口面を覆う範囲に配置され、前
記位置検出用磁界の作用により磁界を発生し得る金属板と、前記複数の検出コイルからそ
れぞれ出力された前記複数の検出信号の測定値を、前記位置検出用磁界の作用により前記
金属板が発生する磁界成分を用いて補正する磁界補正部と、前記磁界補正部が補正した前
記複数の検出信号の測定値を用いて、前記検知体の位置及び方向の少なくとも一方を算出
する位置算出部と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　上記位置検出システムは、前記位置検出用磁界の作用により磁界を発生し得る少なくと
も１つの磁界発生部材をさらに備え、前記金属板は前記少なくとも１つの磁界発生部材と
前記複数の検出コイルとの間であって、少なくとも前記複数の検出コイルの開口面を覆う
範囲に配置される、ことを特徴とする。
【００１０】
　上記位置検出システムにおいて、前記磁界補正部は、前記金属板に対して前記検知体の
最新の位置と対称の位置に前記検知体が存在すると仮定した場合に、当該対称の位置にお
ける前記検知体が発生する磁界の前記複数の検出コイルそれぞれの位置における検出信号
の値を補正成分として算出し、前記複数の検出信号の測定値から前記補正成分をそれぞれ
減算することにより補正を行う、ことを特徴とする。
【００１１】
　上記位置検出システムにおいて、前記位置算出部は、直前に算出された前記検知体の位
置において前記検知体が発生すると推定される前記位置検出用磁界の理論値と、前記磁界
補正部が補正した前記複数の検出信号の測定値との差分に基づく評価値を算出し、該評価
値が小さくなるように前記検知体の位置及び方向の少なくとも一方を更新する、ことを特
徴とする。
【００１２】
　上記位置検出システムにおいて、前記少なくとも１つの磁界発生部材は、前記被検体を
載置するベッドの金属製のフレームである、ことを特徴とする。
【００１３】
　上記位置検出システムにおいて、前記検知体は、前記被検体内を撮像することにより画



(4) JP 6064109 B1 2017.1.18

10

20

30

40

50

像信号を生成する撮像部を備えるカプセル型内視鏡である、ことを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る誘導システムは、前記位置検出システムを備え、被検体内に導入される検
知体の磁界発生部が発生する位置検出用磁界は、所定の周波数の交番磁界であり、前記検
知体の内部に永久磁石がさらに設けられ、前記永久磁石に作用する磁界を発生することに
より前記検知体を誘導する誘導装置をさらに備える、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、少なくとも１つの磁界発生部材と複数の検出コイルとの間に金属板を
配置し、複数の検出コイルがそれぞれ出力した複数の検出信号の測定値を、位置検出用磁
界の作用により上記金属板が発生する磁界成分を用いて補正するので、少なくとも１つの
磁界発生部材が発生し得る磁界の影響を抑制し、精度の良い位置検出を行うことが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１に係る位置検出システムの構成例を示す模式図で
ある。
【図２】図２は、図１に示すカプセル型内視鏡の内部構造の一例を示す模式図である。
【図３】図３は、図１に示す磁界検出装置及び演算装置の構成を示す模式図である。
【図４】図４は、カプセル型内視鏡の位置検出方法を説明するための模式図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態１に係る位置検出方法を示すフローチャートである
。
【図６】図６は、磁界の補正成分の算出方法を説明するための模式図である。
【図７】図７は、磁界の補正成分の算出方法を説明するための模式図である。
【図８】図８は、磁界の補正成分の算出方法を説明するための模式図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態２に係る誘導システムの構成例を示す模式図である
。
【図１０】図１０は、図９に示すカプセル型内視鏡の内部構造の一例を示す模式図である
。
【図１１】図１１は、図９に示す誘導用磁界発生装置及び誘導用磁界制御装置の構成例を
示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施の形態に係る位置検出システム及び誘導システムについて、図面
を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施の形態においては、位置検出システ
ムが検出対象とする検知体の一形態として、被検体内に経口にて導入されて被検体の消化
管内を撮像するカプセル型内視鏡を例示するが、これらの実施の形態によって本発明が限
定されるものではない。即ち、本発明は、例えば被検体の食道から肛門にかけて管腔内を
移動するカプセル型内視鏡、被検体内に薬剤等を配送するカプセル型医療装置、被検体内
のｐＨを測定するｐＨセンサを備えるカプセル型医療装置、放射線による検査システムに
おいて放射線の照射位置を示すマーカー、超音波照射システムにおいて超音波の照射位置
を示すマーカー等の位置検出に適用することが可能である。
【００１８】
　また、以下の説明において、各図は本発明の内容を理解でき得る程度に形状、大きさ、
及び位置関係を概略的に示してあるに過ぎない。従って、本発明は各図で例示された形状
、大きさ、及び位置関係のみに限定されるものではない。なお、図面の記載において、同
一部分には同一の符号を付している。
【００１９】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る位置検出システムの構成例を示す模式図である。
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図１に示すように、実施の形態１に係る位置検出システム１は、位置検出用の磁界を発生
する検知体としてのカプセル型内視鏡１０と、金属製のフレーム２０と、この金属製のフ
レーム２０に支持され、カプセル型内視鏡１０が挿入される被検体を載置するベッド２１
と、ベッド２１の下部に配置され、カプセル型内視鏡１０が発生した位置検出用磁界を検
出して検出信号を出力する磁界検出装置３０と、ベッド２１と磁界検出装置３０との間に
配置された金属板２５と、磁界検出装置３０が出力した検出信号に基づいてカプセル型内
視鏡１０の位置検出等の演算処理を行う演算装置４０と、を備える。
【００２０】
　このうち、磁界検出装置３０は、位置検出用磁界を検出する複数の検出コイルＣn及び
これらの検出コイルＣnを支持するパネル３３を含むコイルユニット３１と、各検出コイ
ルＣnから出力された検出信号に信号処理を施す信号処理部３２とを有する。コイルユニ
ット３１によりカプセル型内視鏡１０の位置を検出可能な領域が、検出対象領域Ｒである
。検出対象領域Ｒは、被検体内でカプセル型内視鏡１０が移動可能な範囲を含む３次元領
域であり、ベッド２１上の所定の領域に予め設定されている。この検出対象領域Ｒに基づ
いて、複数の検出コイルＣnが配置される位置や、カプセル型内視鏡１０が発生する位置
検出用磁界の強度等が予め設定されている。
【００２１】
　また、位置検出システム１は、カプセル型内視鏡１０から無線送信された信号を受信す
る受信装置５０と、カプセル型内視鏡１０が撮像した被検体内の画像やカプセル型内視鏡
１０の位置情報等を表示する表示装置６０とをさらに備えても良い。この場合、受信装置
５０は、例えば被検体の体表面に配置される複数の受信アンテナ５１によって信号を受信
する。
【００２２】
　図２は、図１に示すカプセル型内視鏡１０の内部構造の一例を示す模式図である。図２
に示すように、カプセル型内視鏡１０は、被検体内に導入し易い大きさに形成されたカプ
セル型をなす筐体１００と、該筐体１００内に収納され、被検体内を撮像して撮像信号を
取得する撮像部１１と、撮像部１１を含むカプセル型内視鏡１０の各部の動作を制御する
と共に、撮像部１１により取得された撮像信号に対して所定の信号処理を施す制御部１２
と、信号処理が施された撮像信号を無線送信する送信部１３と、当該カプセル型内視鏡１
０の位置検出用磁界として交番磁界を発生する磁界発生部１４と、カプセル型内視鏡１０
の各部に電力を供給する電源部１５とを備える。
【００２３】
　筐体１００は、被検体の臓器内部に導入可能な大きさに形成された外装ケースである。
筐体１００は、円筒形状をなす筒状筐体１０１と、ドーム形状をなすドーム状筐体１０２
、１０３とを有し、筒状筐体１０１の両側開口端を、ドーム形状をなすドーム状筐体１０
２、１０３によって塞ぐことによって実現される。筒状筐体１０１は、可視光に対して略
不透明な有色の部材によって形成されている。また、ドーム状筐体１０２、１０３の少な
くとも一方（図２においては撮像部１１側であるドーム状筐体１０２）は、可視光等の所
定波長帯域の光に対して透明な光学部材によって形成されている。なお、図２においては
、一方のドーム状筐体１０２側にのみ撮像部１１を１つ設けているが、撮像部１１を２つ
設けても良く、この場合、ドーム状筐体１０３も透明な光学部材によって形成される。こ
のような筐体１００は、撮像部１１と、制御部１２と、送信部１３と、磁界発生部１４と
、電源部１５とを液密に内包する。
【００２４】
　撮像部１１は、ＬＥＤ等の照明部１１１と、集光レンズ等の光学系１１２と、ＣＭＯＳ
イメージセンサ又はＣＣＤ等の撮像素子１１３とを有する。照明部１１１は、撮像素子１
１３の撮像視野に白色光等の照明光を発光して、ドーム状筐体１０２越しに撮像視野内の
被検体を照明する。光学系１１２は、この撮像視野からの反射光を撮像素子１１３の撮像
面に集光して結像させる。撮像素子１１３は、撮像面において受光した撮像視野からの反
射光（光信号）を電気信号に変換し、画像信号として出力する。
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【００２５】
　制御部１２は、所定の撮像フレームレートで撮像部１１を動作させると共に、撮像のタ
イミングと同期して、照明部１１１を発光させる。また、制御部１２は、撮像部１１が生
成した撮像信号に対し、Ａ／Ｄ変換や、その他所定の信号処理を施して画像データを生成
する。さらに、制御部１２は、電源部１５から磁界発生部１４に電力を供給させることに
より、磁界発生部１４から交番磁界を発生させる。
【００２６】
　送信部１３は、送信アンテナを備え、制御部１２によって信号処理が施された画像デー
タ及び関連情報を取得して変調処理を施し、送信アンテナを介して外部に順次無線送信す
る。
【００２７】
　磁界発生部１４は、共振回路の一部をなし、電流が流れることにより磁界を発生する磁
界発生コイル１４１と、該磁界発生コイル１４１と共に共振回路を形成するコンデンサ１
４２とを含み、電源部１５からの電力供給を受けて所定の周波数の交番磁界を位置検出用
磁界として発生する。
【００２８】
　電源部１５は、ボタン型電池やキャパシタ等の蓄電部であって、磁気スイッチや光スイ
ッチ等のスイッチ部を有する。電源部１５は、磁気スイッチを有する構成とした場合、外
部から印加された磁界によって電源のオンオフ状態を切り替え、オン状態の場合に蓄電部
の電力をカプセル型内視鏡１０の各構成部（撮像部１１、制御部１２、及び送信部１３）
に適宜供給する。また、電源部１５は、オフ状態の場合に、カプセル型内視鏡１０の各構
成部への電力供給を停止する。
【００２９】
　再び図１を参照すると、フレーム２０は、被検体やベッドによる荷重に対する耐久性を
考慮して、ステンレス等の金属によって形成されている。即ち、フレーム２０は、カプセ
ル型内視鏡１０が発生する位置検出用磁界の作用により磁界を発生し得る磁界発生部材（
第１の磁界発生部材）である。
【００３０】
　金属板２５は平行平板状をなし、フレーム２０とコイルユニット３１との間において、
少なくとも全ての検出コイルＣnの開口面を覆う範囲に挿入されている。この金属板２５
も、カプセル型内視鏡１０が発生する位置検出用磁界の作用により磁界を発生し得る部材
である。金属板２５を形成する金属の種類は特に限定されない。
【００３１】
　ここで、フレーム２０においては、カプセル型内視鏡１０が発生する位置検出用磁界の
作用により渦電流が発生し、この渦電流の作用により、フレーム２０から磁界が発生する
。この磁界は、複数の検出コイルＣnから出力される位置検出用磁界の検出信号に影響を
与える可能性があるが、この影響を見積もることは困難である。特に、フレーム２０のう
ちの床への配置面付近の部分は、強度を確保するため複雑な形状になっているので、発生
する磁界の影響の見積もりはさらに困難となる。
【００３２】
　そこで、本実施の形態１においては、複数の検出コイルＣnに対してカプセル型内視鏡
１０の検出対象領域Ｒの反対側に位置するフレーム２０の部分、特にフレーム２０のうち
の床への配置面付近の部分と複数の検出コイルＣnとの間に金属板２５を挿入している。
それにより、カプセル型内視鏡１０側から複数の検出コイルＣnを見たとき、位置検出用
磁界に影響を与える干渉源は金属板２５のみと見做せるようにしている。干渉源が平行平
板状の金属板２５のみであると見做し、この金属板２５の形状を単純化することにより、
金属板２５が位置検出用磁界に与える影響、即ち干渉磁界を、簡単な演算で見積もること
ができるようになる。それにより、見積もった干渉磁界をもとに検出信号を補正すること
が可能となる。
【００３３】
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　図３は、図１に示す磁界検出装置３０及び演算装置４０の構成を示す模式図である。磁
界検出装置３０は、複数の検出コイルＣnが配設されたコイルユニット３１と、各検出コ
イルＣnから出力された検出信号を処理する信号処理部３２とを備える。ここで、添え字
ｎは、個々の検出コイルを表す番号であり、図３の場合、ｎ＝１～１６である。
【００３４】
　各検出コイルＣnは、コイル線材をコイルバネ状に巻回した筒型コイルからなり、例え
ば、開口径が３０～４０ｍｍ程度、高さが５ｍｍ程度のサイズを有する。各検出コイルＣ

nが、自身の位置に分布する磁界に応じた電流を発生し、この電流を磁界の検出信号とし
て信号処理部３２に出力する。これらの検出コイルＣnは、樹脂等の非金属材料によって
形成された平面状をなすパネル３３の主面上に配設されている。
【００３５】
　信号処理部３２は、複数の検出コイルＣnにそれぞれ対応する複数の信号処理チャネル
Ｃｈnを備える。各信号処理チャネルＣｈnは、検出コイルＣnから出力された検出信号を
増幅する増幅部３２１と、増幅された検出信号をディジタル変換するＡ／Ｄ変換部（Ａ／
Ｄ）３２２と、ディジタル変換された検出信号に対して高速フーリエ変換処理を施すＦＦ
Ｔ処理部（ＦＦＴ）３２３とを備え、検出信号の測定値を出力する。
【００３６】
　演算装置４０は、例えばパーソナルコンピュータやワークステーション等の汎用コンピ
ュータによって構成され、信号処理部３２から出力された位置検出用磁界の検出信号に基
づき、カプセル型内視鏡１０の位置及び方向を検出する演算処理や、受信装置５０を介し
て受信された画像信号に基づき、被検体内の画像を生成する演算処理を実行する。
【００３７】
　詳細には、演算装置４０は、各信号処理チャネルＣｈnから出力された検出信号の測定
値に基づいて、測定値から差し引くべき磁界の補正成分、即ち、フレーム２０及び金属板
２５に起因する磁界成分を算出する補正成分算出部４０１と、磁界の測定値から補正成分
を差し引くことにより、磁界の測定値の真値を算出する磁界補正部４０２と、補正された
測定値に基づいて、カプセル型内視鏡１０の位置及び方向の少なくとも一方を算出する位
置算出部４０３とを備える。
【００３８】
　また、演算装置４０は、位置算出部４０３が算出したカプセル型内視鏡１０の位置及び
方向に関する情報等を記憶する記憶部４０４と、カプセル型内視鏡１０から無線送信され
、受信装置５０（図１参照）が受信した画像信号に対して所定の画像処理を施すことによ
り画像データを生成する画像処理部４０５と、記憶部４０４に記憶された位置及び方向に
関する情報や画像データを出力する出力部４０６とをさらに備える。以下、カプセル型内
視鏡１０の位置及び方向に関する情報をまとめて、単に位置情報ともいう。
【００３９】
　記憶部４０４は、フラッシュメモリ又はハードディスク等の書き換え可能に情報を保存
する記憶媒体及び書込読取装置を用いて実現される。記憶部４０４は、上述した位置情報
や画像データの他、演算装置４０の各部を制御するための各種プログラムや各種パラメー
タや、カプセル型内視鏡１０の位置検出演算プログラムや、画像処理プログラムを記憶す
る。
【００４０】
　受信装置５０は、被検体外に設けられた複数の受信アンテナ５１のうち、カプセル型内
視鏡１０から送信される無線信号に対して最も受信強度の高い受信アンテナ５１を選択し
、選択した受信アンテナ５１を介して受信した無線信号に対して復調処理等を施すことに
より、画像信号及び関連情報を取得する。
【００４１】
　表示装置６０は、液晶や有機ＥＬ等の各種ディスプレイを含み、演算装置４０において
生成された位置情報や画像データに基づき、被検体の体内画像やカプセル型内視鏡１０の
位置や方向等の情報を画面表示する。
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　次に、実施の形態１に係る位置検出方法を説明する。図４は、カプセル型内視鏡１０の
位置検出方法を説明するための模式図である。以下においては、金属板２５の上方に、パ
ネル３３（図１参照）を介して配設された検出コイルＣnの配設面上に原点（０，０，０
）を取る。検出コイルＣnの配設面と金属板２５の表面との距離は、Ｚplateである。
【００４３】
　図５は、本実施の形態１に係る位置検出方法を示すフローチャートである。図５に示す
フローチャートは、カプセル型内視鏡１０があるタイミングで発生した位置検出用磁界を
、複数の検出コイルＣnがそれぞれ検出して１セットの検出信号の測定値を出力した場合
の処理を示している。
【００４４】
　まず、ステップＳ１００において、演算装置４０（図３参照）は、各検出コイルＣnが
検出した磁界の検出信号の測定値を磁界検出装置３０から取得する。詳細には、各検出コ
イルＣnが磁界を検出して検出信号を出力すると、各信号処理チャネルＣｈnは、対応する
検出コイルＣnから出力された検出信号に対して増幅、Ａ／Ｄ変換、及びＦＦＴ処理を施
し、演算装置４０に出力する。各信号処理チャネルＣｈnから出力された測定値Ｂｍnは、
補正成分算出部４０１及び磁界補正部４０２に入力される。これらの測定値Ｂｍnは、カ
プセル型内視鏡１０が発生した位置検出磁界の成分と、この位置検出磁界の作用により金
属板２５から発生した磁界成分とを含んでいる。
【００４５】
　続くステップＳ１０１において、補正成分算出部４０１は、ステップＳ１００において
取得した測定値Ｂｍnをもとに、この測定値Ｂｍnから差し引くべき磁界の補正成分を算出
する。この補正成分は、位置検出用磁界の作用により金属板２５から発生した磁界成分に
相当する。図６～図８は、磁界の補正成分の算出方法を説明するための模式図である。
【００４６】
　図６は、カプセル型内視鏡１０が発生する位置検出用磁界Ｂcapsuleに対して干渉源と
なる金属構成物が存在しない場合における磁界分布を示している。なお、図６に示すベク
トルＭは、カプセル型内視鏡１０の向きを表す。
【００４７】
　これに対し、図７に示すように、位置検出用磁界Ｂcapsuleに対して干渉源となる平行
平板状の金属板２５が存在している場合を考える。この場合、位置検出用磁界Ｂcapsule

の作用により金属板２５の表面から磁界Ｂplateが発生し、この磁界Ｂplateの影響により
位置検出用磁界Ｂcapsuleが歪んでしまう。
【００４８】
　図８に示すように、歪んだ状態の位置検出用磁界Ｂcapsuleは、金属板２５の表面に対
して線対称な位置に存在する、カプセル型内視鏡１０と同様の磁界発生源１０’が発生す
る磁界Ｂcapsule’の影響を受けたものと見做すことができる。なお、図８に示すベクト
ルＭcは、磁界発生源１０’の向きを表す。
【００４９】
　磁界発生源１０’が発生する磁界Ｂcapsule’の分布は、歪んだ状態の位置検出用磁界
Ｂcapsuleの分布とほぼ等しい。そこで、磁界発生源１０’が発生した磁界Ｂcapsule’を
補正磁界として、検出信号の測定値Ｂｍnから差し引く補正を行うことにより、干渉源で
ある金属板２５が存在しない状態における位置検出用磁界Ｂcapsule（図６参照）を算出
することができる。
【００５０】
　磁界発生源１０’が存在すると仮定した場合、各測定値Ｂｍnを補正するための補正成
分Ｂｃnは、次式（１）によって与えられる。
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【数１】

【００５１】
　式（１）において、ベクトルｒcは検出コイルＣnから磁界発生源１０’に向かうベクト
ルであり、図４に示すように、原点（０，０，０）を基準とした場合の検出コイルＣnの
位置ベクトルＰnと、磁界発生源１０’の位置ベクトルＰcとを用いて、次式（２）によっ
て与えられる。

【数２】

【００５２】
　このうち、磁界発生源１０’の位置ベクトルＰcの各成分は、位置算出部４０３により
直前に算出されたカプセル型内視鏡１０の最新の位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）に基づき、以下のと
おり設定される。

【数３】

なお、カプセル型内視鏡１０の位置の推定演算を最初に行う場合には、カプセル型内視鏡
１０の最新の位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）として、予め設定された初期値が用いられる。
 
【００５３】
　また、式（１）において、ベクトルＭcは、磁界発生源１０’の向きを表す方向ベクト
ルである。カプセル型内視鏡１０の向きを表すベクトルＭの成分を（ｍx，ｍy，ｍz）と
すると、ベクトルＭcの成分は（ｍx，ｍy，－ｍz）として与えられる。
【００５４】
　続くステップＳ１０２において、磁界補正部４０２は、ステップＳ１０１において算出
された磁界の補正成分Ｂｃnを用いて、検出コイルＣnが検出した磁界の測定値Ｂｍnを補
正する。補正後の測定値Ｂｍｃnは、次式（３）によって与えられる。
　　　Ｂｍｃn＝Ｂｍn－Ｂｃn　…（３）
【００５５】
　続くステップＳ１０３において、位置算出部４０３は、カプセル型内視鏡１０の最新の
位置及び方向に基づいて、各検出コイルＣnの位置における位置検出用磁界の理論値Ｂｉn

を算出する。理論値Ｂｉnは、次式（４）によって与えられる。

【数４】

【００５６】
　式（４）において、ベクトルｒは検出コイルＣnからカプセル型内視鏡１０の推定位置
に向かうベクトルであり、図４に示すように、原点（０，０，０）を基準とした場合の検
出コイルＣnの位置ベクトルＰnと、カプセル型内視鏡１０の位置ベクトルＰとを用いて、
次式（５）によって与えられる。

【数５】

【００５７】
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　続くステップＳ１０４において、位置算出部４０３は、補正後の位置検出用磁界の測定
値Ｂｍｃnと、位置検出用磁界の理論値Ｂｉnとから、次式（６）によって与えられる評価
値Ｓを算出する。
【数６】

【００５８】
　続くステップＳ１０５において、位置算出部４０３は、評価値Ｓが小さくなるように、
カプセル型内視鏡１０の位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）及び方向（ｍx，ｍy，ｍz）を更新する。
【００５９】
　続くステップＳ１０６において、位置算出部４０３は、評価値Ｓが予め設定された評価
値の閾値以下であるか否かを判定する。この閾値としては、位置検出用磁界の測定値Ｂｍ

nと理論値Ｂｉnとの差異が誤差の範囲と見做せる程度に小さい値が設定される。評価値Ｓ
が閾値未満である場合、評価値Ｓは十分に小さいと判定される。
【００６０】
　評価値Ｓが閾値よりも大きい場合（ステップＳ１０６：Ｎｏ）、処理はステップＳ１０
１に戻る。この場合、ステップＳ１０１においては、ステップＳ１０５において更新され
た位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）及び方向（ｍx，ｍy，ｍz）を用いて補正成分Ｂｃnが算出される。
【００６１】
　一方、評価値Ｓが閾値以下である場合（ステップＳ１０６：Ｙｅｓ）、位置算出部４０
３は、ステップＳ１０５において更新した位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の更新量Δｒ及び方向（ｍ

x，ｍy，ｍz）の更新量Δｍが、それぞれに対して設定された閾値以下であるか否かを判
定する（ステップＳ１０７）。位置の更新量Δｒ及び方向の更新量Δｍは、更新前と更新
後との間における位置の各成分の差分を（ΔＸ，ΔＹ，ΔＺ）、方向の各成分の差分を（
Δｍx，Δｍy，Δｍz）とすると、次式（７）、（８）によって与えられる。
　　　Δｒ＝√（ΔＸ2＋ΔＹ2＋ΔＺ2）　…（７）
　　　Δｍ＝√（Δｍx

2＋Δｍy
2＋Δｍz

2）　…（８）
【００６２】
　また、更新量Δｒを判定するための閾値及び更新量Δｍを判定するための閾値としては
、更新量Δｒ、Δｍが誤差の範囲と見做せる程度に小さい値がそれぞれ設定される。
【００６３】
　更新量Δｒ、Δｍの少なくとも一方が閾値よりも大きい場合（ステップＳ１０７：Ｎｏ
）、処理はステップＳ１０１に戻る。この場合、ステップＳ１０１においては、ステップ
Ｓ１０５において更新された位置（Ｘ，Ｙ，Ｚ）及び方向（ｍx，ｍy，ｍz）を用いて補
正成分Ｂｃnが算出される。
【００６４】
　一方、更新量Δｒ、Δｍの両方が閾値以下である場合（ステップＳ１０７：Ｙｅｓ）、
ステップＳ１０５において更新した位置及び方向を、そのタイミングにおけるカプセル型
内視鏡１０の位置及び方向として決定する（ステップＳ１０８）。この位置及び方向が、
カプセル型内視鏡１０の位置情報として記憶部４０４に記憶される。その後、処理は終了
する。
【００６５】
　以上説明したように、本実施の形態１によれば、フレーム２０のように、カプセル型内
視鏡１０の位置検出用磁界に対する影響を見積もることが困難な磁界干渉源が存在する場
合であっても、フレーム２０と検出コイルＣnとの間に金属板２５を挿入することにより
、位置検出用磁界に対する影響を容易に見積もることができるようになる。従って、各検
出コイルＣnが検出した測定値を簡素な演算により補正し、補正された測定値を用いて、
カプセル型内視鏡１０の位置及び方向を精度良く検出することが可能となる。
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【００６６】
　上記実施の形態１においては、位置及び方向の検出対象である検知体の例としてカプセ
ル型内視鏡１０を挙げたが、検知体はこれに限定されない。例えば、放射線を被検体に照
射することにより検査を行う検査システムにおいて放射線の照射位置を示すマーカーを検
知体とし、この検査システムに本実施の形態１に係る位置検出システムを組み込んでも良
い。或いは、超音波照射システムにおいて超音波の照射位置や方向を示すマーカーを検知
体とし、この超音波照射システムに本実施の形態１に係る位置検出システムを組み込んで
も良い。いずれにしても、位置検出用磁界を発生する磁界発生部を検知体に設けることが
できれば、本実施の形態１に係る位置検出システムを適用することが可能である。
【００６７】
（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２について説明する。図９は、本発明の実施の形態２に係る
誘導システムの構成例を示す模式図である。図９に示すように、本実施の形態２に係る誘
導システム２は、図１に示す位置検出システム１に対し、カプセル型内視鏡１０の代わり
にカプセル型内視鏡１０Ａを備えると共に、誘導用磁界発生装置７０及び誘導用磁界制御
装置８０をさらに備える。磁界検出装置３０、演算装置４０、受信装置５０、及び表示装
置６０の構成及び動作は、実施の形態１と同様である。
【００６８】
　図１０は、カプセル型内視鏡１０Ａの内部構造の一例を示す模式図である。図１０に示
すように、カプセル型内視鏡１０Ａは、図２に示すカプセル型内視鏡１０に対し、永久磁
石１６をさらに備える。永久磁石１６以外のカプセル型内視鏡１０Ａの各部の構成及び動
作は、実施の形態１と同様である。
【００６９】
　永久磁石１６は、外部から印加される磁界によるカプセル型内視鏡１０Ａの誘導を可能
にするためのものであり、磁化方向が筐体１００の長軸Ｌａに対して傾きを持つように、
筐体１００の内部に固定配置されている。本実施の形態２においては、矢印で示すように
、磁化方向が長軸Ｌａに対して直交するように永久磁石１６を配置している。永久磁石１
６は、外部から印加された磁界に追従して動作し、この結果、誘導用磁界発生装置７０に
よるカプセル型内視鏡１０Ａの誘導が実現する。
【００７０】
　誘導用磁界発生装置７０及び誘導用磁界制御装置８０は、被検体内に導入されたカプセ
ル型内視鏡１０Ａの位置及び方向の少なくとも一方を変化させるための誘導用磁界を発生
する。ここで、カプセル型内視鏡１０Ａの方向は、重力方向の軸（Ｚ軸）に対するカプセ
ル型内視鏡１０Ａの長軸Ｌａの傾き（傾斜角）及び、該Ｚ軸回りの長軸Ｌａの回転角（方
位角）によって表される。
【００７１】
　図１１は、誘導用磁界発生装置７０及び誘導用磁界制御装置８０の構成例を示す模式図
である。図１１に示すように、誘導用磁界発生装置７０は、磁界を発生する永久磁石（以
下、体外永久磁石という）７１と、該体外永久磁石７１の位置及び方向を変化させる磁石
駆動部７２とを備える。このうち、磁石駆動部７２は、平面位置変更部７２１、鉛直位置
変更部７２２、仰角変更部７２３、及び旋回角変更部７２４を有する。
【００７２】
　体外永久磁石７１は、例えば直方体形状を有する棒磁石によって実現される。体外永久
磁石７１は、初期状態において、自身の磁化方向と平行な４つの面の内の１つの面が水平
面（重力方向と直交する面）と平行になるように配置される。
【００７３】
　平面位置変更部７２１は、体外永久磁石７１を水平面（ＸＹ面）内において並進させる
並進機構である。即ち、体外永久磁石７１において磁化された２つの磁極の相対位置が確
保された状態のままで、体外永久磁石７１を水平面内で移動させる。
【００７４】
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　鉛直位置変更部７２２は、体外永久磁石７１を重力方向（Ｚ方向）に沿って並進させる
並進機構である。即ち、体外永久磁石７１において磁化された２つの磁極の相対位置が確
保された状態のままで、体外永久磁石７１を鉛直方向に沿って移動させる。
【００７５】
　仰角変更部７２３は、体外永久磁石７１の磁化方向を含む鉛直面内において、体外永久
磁石７１を回転させることにより、水平面に対する磁化方向の角度を変化させる。即ち、
仰角変更部７２３は、カプセル対向面ＰＬと平行且つ磁化方向と直交し、体外永久磁石７
１の中心を通るＹ方向の軸ＹC回りに体外永久磁石７１を回転させる。
【００７６】
　旋回角変更部７２４は、体外永久磁石７１の中心を通るＺ方向の軸Ｚｍに対して体外永
久磁石７１を回転させる。
【００７７】
　誘導用磁界制御装置８０は、操作入力部８１及び制御部８２を備える。操作入力部８１
は、ジョイスティック、各種ボタンやスイッチを備えた操作卓、キーボード等の入力デバ
イスによって構成され、外部からなされる操作に応じた信号を制御部８２に入力する。具
体的には、操作入力部８１は、ユーザによりなされる操作に従って、被検体内に導入され
たカプセル型内視鏡１０Ａの位置と方向との少なくともいずれかを変化させる操作信号を
制御部８２に入力する。
【００７８】
　制御部８２は、操作入力部８１から入力される操作信号に応じた制御信号を生成し、誘
導用磁界発生装置７０に出力する。
【００７９】
　カプセル型内視鏡１０Ａを誘導する場合には、誘導用磁界制御装置８０の制御の下で磁
石駆動部７２を駆動し、体外永久磁石７１を水平又は鉛直方向に並進させると共に、体外
永久磁石７１を回転又は旋回させることにより、体外永久磁石７１の方向を変化させる。
このような体外永久磁石７１の動きに追随して、カプセル型内視鏡１０Ａが誘導される。
【００８０】
　図９に示すように、金属板２５の近傍に誘導用磁界発生装置７０を設ける場合、金属板
２５としては、アルミニウム等の非磁性体の金属を用いる。それにより、誘導用磁界に対
する金属板２５の影響を排除し、ユーザの意図に沿ったカプセル型内視鏡１０Ａの誘導を
行うことができる。
【００８１】
　また、金属板２５の大きさは、カプセル型内視鏡１０Ａを誘導する体外永久磁石７１の
可動範囲を少なくとも覆うことができれば良い。上述したように、カプセル型内視鏡１０
Ａは体外永久磁石７１に追随して移動するので、体外永久磁石７１の可動範囲を金属板２
５でカバーすることができれば、体外永久磁石７１及びこれを駆動する磁石駆動部７２が
位置検出用磁界に与える影響を金属板２５に集約させることができるからであり、それに
より、干渉源が平行平板状の金属板２５のみであると見做すことが可能となる。
【００８２】
　以上説明したように、本実施の形態２によれば、カプセル型内視鏡１０Ａを誘導するた
めの誘導用磁界発生装置７０を設ける場合であっても、誘導用磁界発生装置７０と検出コ
イルＣnとの間に金属板２５を挿入することにより、位置検出用磁界に対する影響を容易
に見積もり、カプセル型内視鏡１０Ａの位置及び方向を精度良く検出することが可能とな
る。
【００８３】
　上述した本発明の実施の形態１及び２は、本発明を実施するための例にすぎず、本発明
はこれらに限定されるものではない。また、本発明は、上記実施の形態１及び２に開示さ
れている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって、種々の発明を生成することが
できる。本発明は、仕様等に応じて種々変形することが可能であり、さらに本発明の範囲
内において、他の様々な実施の形態が可能であることは、上記記載から自明である。
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【符号の説明】
【００８４】
　１　位置検出システム
　２　誘導システム
　１０、１０Ａ　カプセル型内視鏡
　１０’　磁界発生源
　１１　撮像部
　１２　制御部
　１３　送信部
　１４　磁界発生部
　１５　電源部
　１６　永久磁石
　２０　フレーム
　２５　金属板
　３０　磁界検出装置
　３１　コイルユニット
　３２　信号処理部
　３３　パネル
　４０　演算装置
　５０　受信装置
　５１　受信アンテナ
　６０　表示装置
　７０　誘導用磁界発生装置
　７１　体外永久磁石
　７２　磁石駆動部
　８０　誘導用磁界制御装置
　８１　操作入力部
　８２　制御部
　１００　筐体
　１０１　筒状筐体
　１０２、１０３　ドーム状筐体
　１１１　照明部
　１１２　光学系
　１１３　撮像素子
　１４１　磁界発生コイル
　１４２　コンデンサ
　３２１　増幅部
　３２２　Ａ／Ｄ変換部（Ａ／Ｄ）
　３２３　ＦＦＴ処理部（ＦＦＴ）
　４０１　補正成分算出部
　４０２　磁界補正部
　４０３　位置算出部
　４０４　記憶部
　４０５　画像処理部
　４０６　出力部
　７２１　平面位置変更部
　７２２　鉛直位置変更部
　７２３　仰角変更部
　７２４　旋回角変更部
【要約】
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　位置検出システム１は、位置検出用磁界を発生する磁界発生部が内部に設けられたカプ
セル型内視鏡１０と、位置検出用磁界を検出して検出信号を出力する複数の検出コイルＣ

nと、複数の検出コイルＣnに対してカプセル型内視鏡１０の検出対象領域の反対側であっ
て、複数の検出コイルＣnの開口面を覆う範囲に配置され、位置検出用磁界の作用により
磁界を発生し得る金属板２５と、演算装置４０とを備える。演算装置４０は、複数の検出
コイルＣnからそれぞれ出力された複数の検出信号の測定値を、金属板２５が発生する磁
界成分を用いて補正する磁界補正部と、該磁界補正部が補正した複数の検出信号の測定値
を用いて、カプセル型内視鏡１０の位置及び方向の少なくとも一方を算出する位置算出部
とを備える。これにより、位置検出システムにおいて金属部材が用いられている場合でも
、精度の良い位置検出を行うことができる位置検出システム等を提供する。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】



(16) JP 6064109 B1 2017.1.18

【図８】 【図９】
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